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補足：負担割合証等の紙の
証書は、今までどおり発行
される予定。
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補足：システムが整い次第、
原則、窓口等による資料提
供は行わない予定。
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①　介護被保険者証の情報入力によるもの

②　マイナンバーカードの読み取りによるもの

※事前に医療保険のマイナンバーカード保険証の利用登録を
していることが必要。

※スマートフォン等によるマイナンバーカードの読み取りや介護
WEBサービスの閲覧を可能とする予定。

引用元：第2回介護情報基盤に係る自治体説明会【市町村向け】ｐ３４





◎ 施設入所者のマイナンバーカードの管理等につい
ては、ご本人の状況やご希望等に応じて管理。

• 施設入所者ご本人が管理する場合、紛失に注意い
ただいた上でカードを管理。（本人の同意を得て、家
族が管理することも可能）

• 本人管理が基本だが、入所契約や預かり証等の合
意に基づき、施設側で入所者のカードを管理するこ
ともできる。

引用元：福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル（概要②）



（参考）施設側での管理方法について

・紛失防止のため鍵付きのロッカー等に保管する

・管理の記録をつける

・職員のうち管理を行う者の範囲を定める など

引用元：福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル（概要②）
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引用元：介護最新情報Vol.１４４５（令和７年１２月４日）



• 令和７年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改
善支援事業の実施（実施主体：都道府県）

　⇒補助金実施要綱にある要件のひとつに、「ケアプ

　　ランデータ連携システムに加入していること」あり。

引用元：介護最新情報Vol.１４５４（令和７年１２月２５日）


